
東京農工大学学寮規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則  

(定義) 

第2条 この規程において、学寮とは次の施設をいう。 

(定義) 

第2条 この規程において、学寮とは次の施設をいう。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 
 

(新設) (4) 檜寮 
 

(入寮対象者) 

第4条 学寮に入寮できる者は本学学生とし、欅寮にあっては男

子学生、楓寮及び桜寮にあっては女子学生とする。 

(入寮対象者) 

第4条 学寮に入寮できる者は本学学生とし、欅寮にあっては男

子学生、楓寮及び桜寮にあっては女子学生、檜寮にあっては男

子学生及び女子学生とする。 

 

(定員) 

第5条 学寮の定員は、次の表のとおりとする。 

(定員) 

第5条 学寮の定員は、次の表のとおりとする。  

欅寮 200人 

楓寮 48人 

桜寮 18人 
 

欅寮 200人 

楓寮 48人 

桜寮 18人 

檜寮 111人 
 

 

附 則(教規程第 28号) 

この規程は、平成28年7月25日から施行する。 


